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豚流行性下痢（PED）ワクチンの円滑な供給の協力体制の見直しについて 

 

このことについて、平成26年10 月28日付け26消安第3736 号をもって、農林水

産省消費・安全局畜水産安全管理課長及び動物衛生課長の連名で、別添①のとおり通

知がありました。併せて、同日付け事務連絡をもって、農林水産省消費・安全局畜水

産安全管理課薬事監視指導班課長補佐及び動物衛生課保健衛生班課長補佐の連名で別

添②のとおり、通知がありました。貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知（別添①）は、豚流行性下痢（PED）ワクチン供給について、本年

度の第3四半期までに約290万回分を出荷予定であり、続く第4四半期も安定的な供

給が見込まれることから、「豚流行性下痢（PED）ワクチンの円滑な供給に係る協力

依頼について（平成 26 年 5 月 1 日付け 26 消安第 588 号通知）」を見直し、別添①に

ある３点の協力体制は維持するものの、ワクチン販売事業者がその販売にあたり都道

府県に対して確認を行う手順を廃止することとし、併せて、当該通知を廃止する旨、

本会会員に了知と協力を依頼されたものです。 

一方、事務連絡（別添②）では、このたびの協力体制の見直しを踏まえ、都道府県、

販売事業者、ワクチン製造メーカー、獣医師、養豚農家に求められる基本的な対応に

ついて、それぞれに協力を依頼しています。 

なお、今後、ワクチンの需要が再び逼迫する状況が生じることが見込まれる場合は、

当該通知による枠組みを再度実施することも検討する旨、了知するよう併せて依頼さ

れています。 

本件内容の問合せ先
公益社団法人 日本獣医師会： 
事業担当 駒田・長野 

TEL  03－3475－1601 
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新たなＰＥＤワクチンの円滑供給体制 
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 獣医師は、養豚農家から提供される需要見込量の範囲で指示書を
交付。 

 養豚農家は、上記の指示書に基づき、販売事業者に注文。（既に
購入したワクチンがある場合は、先に当該ワクチンを使用） 

４．獣医師の指示書の交付 

 養豚農家又は獣医師からの注文を受けた販売事業者は、需要見込
量の範囲で販売。 

６．販売事業者から養豚農家・獣医師への販売 

 販売事業者からの注文を受けた製造メーカーは、農林水産省から
提供する都道府県ごとの需要見込量を参考に販売事業者に販売。 

５．製造メーカーから販売事業者への販売 

 販売事業者は、販売実績をとりまとめ、都道府県に報告。また、
都道府県はこの取りまとめを畜水産安全管理課に報告。 

７．実績の取りまとめ 

 都道府県は、養豚農家の需要見込量を取りまとめ、農林水産省
（動物衛生課）に報告。 

 農林水産省は、都道府県別の需要見込量を作成（動物衛生課）し、
製造メーカーに情報提供（畜水産安全管理課）。 

１．都道府県別の需要見込量の作成 

 都道府県は、販売事業者に需要見込量を提供。販売事業者は、需
要見込量を参考にして、販売予定数量を決定し、製造メーカーに
注文。 

２．都道府県と販売事業者間の連携 

 養豚農家に対し、需要見込量の範囲内で注文するよう周知。  

３．都道府県から養豚農家への周知 

新たなＰＥＤワクチンの円滑供給の流れ 
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  妊娠豚に２回注射すると、母豚は抗体を含んだ乳を出します。 

  この乳を飲むと、子豚の発症を防いだり、症状を軽くすることができます。 

豚流行性下痢（ＰＥＤ）のワクチン 

ワクチンメーカー
に増産を要請 

100万回分の 
ワクチンを出荷 

 本年度は300万回分を製
造予定 

 第１・第２四半期は193万
回分を製造 

 第３四半期（10～12月）は
93万回分を製造予定 

 第４四半期（1～3月）も需
給に見合った製造 

全国の子取り用めす豚： 
899,700頭（平成25年2月） 

ワクチンの効果を十分引き出すために、
日頃からの衛生管理（特に分娩舎に
おけるこまめな排せつ物処理や消毒
など）の徹底が重要です。 

【２５年度】 【昨年秋】 【２６年度】 

平成26年10月28日 
現在 



豚流行性下痢（ＰＥＤ）ワクチンの使い方 

       ワクチンの効果を十分に引き出すには、 
 

 衛生管理の徹底（こまめな消毒、排せつ物処理など）に
より、農場にウイルスを入れない、あるいはウイルスの
量を減らすことが重要です。 
 

 ワクチン接種を受けた母豚の乳に抗体が含まれます。子
豚に乳をしっかりと飲ませてください。 
 

 母豚がPEDに感染したり、健康管理が良くないと乳を十
分に出さないことがあります。分娩舎に持ち込まれるウ
イルス量を減らして、母豚の重症化を防ぐとともに、健
康管理に気をつけましょう。 

農林水産省消費 ・安全局 
畜 水 産 安 全 管 理 課 

平成26年１０月 

 ＰＥＤワクチンは、妊娠豚に２回注射することで、分娩後、ほ乳豚  
 が乳汁（特に、常乳）を続けて十分に飲むことにより、ＰＥＤの発 
 症を阻止又は軽くすることができます。 
 

    ワクチンの効果を十分に引き出すために、次のこと    
     に注意して使いましょう。 

 

 用法・用量を守って、分娩前の妊娠豚に２回注射します。 
 子豚や肥育豚にワクチンを注射しても効果はありません。 

１．用法・用量に従った使用 

  分娩舎を衛生的に保ち、母豚へのストレスを減らすなど、母豚の
健康管理が大切です。 

 また、母豚が十分に乳汁を出しているか、子豚が十分にほ乳でき
ているか確かめましょう。 

３．母豚の健康管理 

        ワクチンの効果を十分に引き出すに、以下の点に注意 
   して使いましょう。 

 日頃から清掃や消毒を徹底し、排泄物をこまめに適切に処理し、
衛生的な飼養環境を保ち、ウイルスから子豚を守る環境を作りま
しょう。 

４．衛生的な飼養管理 

 

 ワクチンを続けて使いましょう。発生してからワクチンを接種し
ても、十分な効果を得ることが難しくなります。 

２．継続的な使用 
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